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Ⅰ 補助金活用事例の紹介等

東京都中央卸売市場では、皆さんの意欲的な取組を後押しするため、

独自の補助事業を令和元年度から実施しており、これまで、１00者以

上の方にご活用いただいています。

今年度の“経営強靭化推進事業”では、専門家派遣を通じて、補

助金を活用した取組を企画段階からサポートする「経営強靭化枠」

（Ｐ７参照）を設けるなど、より多くの皆さまにご活用いただけるよ

うに取り組んでいます。

２ 次頁は、補助金活用事例の紹介

のご紹介

６月に補助内容を拡充（Ⅰ-３省エネ対策枠及び特例補助率を新設）しました！

補助区分 補助額
補助率

本則 特例※

Ⅰ 変革推進枠
新たなビジネスや業務改善等の取組

1,000万円 １／２ ２／３

Ⅰ－２ 変革スタート枠
新たなビジネス等のきっかけとなる取組

300万円 １／２ ２／３

Ⅰ－３ 省エネ対策枠
省エネ対策に係る取組

300万円 ４／５

Ⅱ 経営強靭化枠
専門家の伴走支援を受けながら実施する

経営改善等の取組
1,000万円 ２／３ ４／５

Ⅲ 事業連携推進枠
複数事業者で行う新規性の高い取組

3,000万円
中 小：２／３
大企業：１／２

中 小：４／５
大企業：２／３

Ⅳ 感染症対応枠
事業継続に影響を及ぼす事象への対応

3,000万円 ４／５

※特例 2022年１月以降で連続する任意の３か月間の売上高の合計が、2019年４月以降の同期間の合計売上高と比較して20％以上減少



原田畜産食品 株式会社 食肉市場 仲卸業者（食肉）

１ ＪＦＳ－Ｂ規格※の取得

○ 大手企業との取引や海外展開に向けて、ほぼ必須となっている第三者認証を取得

〇 認証取得を通して、食品安全に対する、従業員の意識・取組がレベルアップ

① ＪＦＳ－Ｂ規格の取得
② 輸出対応の販売システム導入による輸出販売拡大事業

〇 輸出をするためには、国内向けの販売とは異なり、英字ラベルや輸出対象牛用加工指示書な

どの特別な書類を作成する必要があり手作業で実施

２ システム導入により、アナログからデジタルへ

３ 生まれた時間を使って、販路開拓

〇 システム導入前は、事務作業に忙殺されていた午後の時間帯を、営業時間に割り当てること

で、新規顧客の獲得や顧客単価の増につながっている。

効果１ 新規顧客を獲得するための飛び込み営業

☞新たな取引先を開拓し、新規顧客を獲得（０から１を創り出す）

効果２ 既存顧客への綿密な御用聞き

☞信頼性を高め、売上を拡大（１をさらに大きな数字に）

海外展開 衛生管理強化販売力強化販路拡大

ブランド強化 その他人材育成等デジタル化

事業期間 ①令和３年６月29日から令和４年２月28日
②令和３年７月31日から令和４年２月28日

交付対象事業費 ① 1,415千円（補助金交付額 943千円）
②11,496千円（補助金交付額5,000千円）

事業データ

３

〇 この作業をシステム導入によりボタン一つで対応可能にしたことで、

作業効率が大幅に向上し、手作業によるミスも撲滅

英字ラベルの例
（記入情報量は多くないが、100枚以
上作成するため時間を要していた。）

○ 令和３年度に補助金を活用して、２つの事業（第三者認証、システム導入）を実施

① 認証取得により、食品安全に対する取引先の信頼や社内の意識を向上

② 輸出対応販売システム導入により、業務を効率化し販路を開拓

事業のポイント！

事務所で手作業

現場でワンクリック

仕掛け人のインタビューを次ページに掲載

※ＨＡＣＣＰ７原則12手順の実施を取り込んだ、日本発の食品安全の国際規格



しかし今は、システム導入によって、午後の時間帯を捻出することに成功

しました。その時間帯を営業活動に充てることで、これまで以上に、顧客

ニーズにあった丁寧な対応が可能になりました。さらには、敏腕（剛

腕？）営業マンにより、導入後５か月という短期間で新規顧客を10件近く

獲得しました。“原田畜産を知ってもらう「攻め」の営業”に一層注力で

きるようになったことで、新たな出会いやチャンスが生まれています。

社内の意識までも改革

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ

業務を効率化し、顧客の信頼度をアップ☝

これからの原田畜産食品

取材後記

常務取締役

加藤 裕太

昭和42年仲卸会社として営業を開始。同58年

に食肉市場内に店舗を移動し、現在に至る。平

成22年に国から「対マカオ輸出牛肉取扱施設」

の認定を受けたことを皮切りに、その後、タイ、

ベトナム、ミャンマーの３か国についても取得。

同23年には食肉市場内では初となる「東京都食

品衛生自主管理制度」の認証を受けた。

４

食品の安心・安全は、多くのお客様から求められて当然のものになりつつあります。弊社では、

平成23年に東京都認証を取得していましたが、更なる信頼性を高めるために、「ＪＦＳ－Ｂ規

格」の取得を行いました。対外的な効果もありますが、より効果を感じられたのは、社内の意識

改革が出来たことです。これまでも社として衛生管理は厳しく実施していますが、本取組みが契

機となり、社員全体の意識の更なる底上げにつながりました。

弊社の売上全体に対する輸出の割合は、数％とそこまで高くはありませ

ん。ただ営業戦略上、「輸出」の重要性・貢献度は高まっています。その

中で、業務に支障が生じていたのが、各種事務作業です。煩雑であること

からミスも多く、場合によっては、期限に間に合わず、輸出を見送る場合

もありました。しかし、それらをシステム化・自動化することによって、

事務作業の効率化を実現し、さらにはミスがほぼ０件になったことで、顧

客の信頼度も向上しました。加えて、従業員の作業時間を大幅に短縮する

ことができたため、働き方改革にもなっています。

システム導入前は、営業担当の役員、管理職も輸出に関する事務作業を行っていました。

システムを導入したことで、社として「輸出」に取組むハードルが低くなりました。どの営業

マンだとしても、積極的に輸出顧客を獲得することが可能です。コロナ禍により販売環境が厳し

い中でも、積極的な営業活動を展開し、今ある国内の既存顧客の拡大化、新規顧客の獲得、さら

には海外に目を向け、新たな販路を拡大することで、企業として成長していきたいと思います。

（左）営業に向かう諸橋営業部長

取得したＪＦＳ－Ｂ規格のマークを

プリントした自社トラック

取材で事務所を訪れた時、非常に明るく活発な職場の雰囲気を感じました。また、常務の穏や

かな口調から想像できない仕事への熱い想い、「効率化で生み出した時間で、今までできなかっ

た仕事ができるようになった。」という仕事愛に、成長を続ける会社の「勢い」を感じました。

わが社を知らない顧客を掴む“攻め”の営業



株式会社 ホワイエ 大田市場 関連事業者

１ 東京インターナショナル・ギフト・ショーとは

○ これまで９０回以上の開催を誇り、約２０万人、約３，０００社が集まる。

○ 春、秋の年２回開催され、季節によって各社が展示する商品が変わる。

○ ここでのアピールが、新たな販路を開拓し、今後の売上に繋がる。

東京インターナショナル・ギフト・ショー 出展
（①2021秋 ②2022春）

〇 目を引くカタログを制作し、手に取ったお客様が、思わず「行ってみようかな」と魅かれる

広告物を作成し、自社商品とホワイエをＰＲ

〇 あわせて、場内業者と一緒に大田市場のＰＲチラシを作成し、

取扱量・出荷量日本一の大田市場を積極的にＰＲ

○ ホワイエをきっかけに、大田市場を知ってもらうことで、

来場者を増やし、市場全体の活性化につなげる。

２ 「大田市場に来たことがない」お客様を呼び込む

３ モノとの出会いから、人とのつながりの場へ

〇 コロナ禍で対面での販路開拓が難しい状況から、ギフト・ショーの意味合いも、

以前の「新商品を紹介し販売する場」から、「新たなお客様との出会いの場」に変化

〇 顧客関係性を築く好機であり、一過性の取引にならないよう今後も継続的に参加

海外展開 衛生管理強化販売力強化販路拡大

ブランド強化 その他人材育成等デジタル化

事業期間 ①令和３年９月24日から令和３年10月22日
②令和４年１月20日から令和４年２月17日

交付対象事業費 ①2,010千円（補助金交付額1,000千円）
②1,640千円（補助金交付額1,000千円）

“推し”商品の「割れない花瓶」の展示（左）と賑わいを見せるホワイエのブース

５

大田市場（花き） ＰＲチラシ
（多くの場内事業者の方に行ったヒアリング

をもとに、大田市場（花き）を紹介）

○ 日本最大の見本市に出展し、自社商品と大田市場の魅力を伝える

とともに、お客様とのつながりの場を創出（コロナ禍における販路開拓）

事業のポイント！

仕掛け人のインタビューを次ページに掲載

事業データ



例えば、前述のポリカーボネートのリサイクル。弊社のポリカーボネート

製商品を購入いただいた方から不要になった商品を回収し、ペレット化し

たものを再商品化することを検討しています。

また、捨てられてしまう花を使ってラッピングペーパーを作成したいとも

考えています。試作段階では、お客様の反応もよかったですが、事業化す

るためには多くの課題があり、今も解決に向けて模索中です

ギフト・ショー参加のきっかけ

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ

今、“ポリカーボネート”がアツい

これからのホワイエ像

取材後記

早く名前を付けて欲しい…

取締役

山野 祥和

1982年に大田市場の関連事業者とし
て営業を開始。
FOYER（ホワイエ）とは、フランス

語で「集まる場所」「団欒の場所」と
いう意味。人、商品、アイディアなど、
いろんなものが集まる場所にしていき
たいという想いが込められている。

６

10年以上前から、毎年秋をメインにギフト・ショーには参加していました。市場で待っている

だけではいけないと考え、自分たちで新しいお客様を獲得するために参加したことがきっかけで

す。１ブースのみでの参加からスタートし、現在では５～７ブースに出展するようになり、常連

のお客様や事務局からも後押ししてもらえるようになりました。

弊社では、2019年春のギフト・ショーから、ポリカーボネート製の花瓶

を扱っています。見た目はガラスなのに割れない花瓶として、主に花屋や

装飾店にご利用いただいています。購入された方からは、「もうガラスに

戻れない」とお褒めの言葉をいただくなど、多くの方にリピーターになっ

ていただいています。割れないという利点だけでなく、表面の凹凸が少な

いことから、バクテリアの発生を抑制し、花を長持ちさせることもできる

商品です。

ＳＤＧｓに貢献するためにも、環境に配慮した新規事業の立ち上げを社内で模索しています。

今後もギフト・ショーには継続して参加し、弊社のＰＲはもちろんですが、「大田市場」を

もっと多くの人に知ってもらえるように努力したいと考えています。

また、国内企業と連携した商品開発を積極的に進めることも考えています。例えば、染物のカ

バン店と「花用バッグ」を開発したり、ステンレス業者と「ステンレス製花瓶」を開発すること

を検討しています。お客様と我々がともに面白いと感じる新しい”なにか”を探り続けるような、

攻めの姿勢を忘れずにチャレンジを続ける企業でありたい。そのように考えています。

（左）大学と共同で水循環システムの研究も進めています。

自信を持っておススメする
ポリカーボネート製の花瓶

「大田市場」を誇りに思い、仕事されていることを強く感じました。コロナウイルスによって、

販売環境が目まぐるしく変化する中でも、積極的に展示会に出展し逆境に立ち向かう姿勢、利益

追求のみならず社会貢献に挑戦する姿勢に感銘しました。今後の動向が非常に気になります。

顔写真の
提供をお
願いしま
す

今回、取材対応を
してくださった
冨田 春香さん

ギフト・ショー
チームの広報担当。
補助事業の申請業
務も一手に引き受
ける。

ポリカーボ
ネートの商
品写真、ご
提供願いま
す。

新たな挑戦 ～環境に配慮した企業へ～

顔写真の
提供をお
願いしま
す



社長の「やる気」を応援させてください！

市場業務に精通した専門家が、会社の経営状況に合った課題設定や

補助金を活用した改善策の検討、フォローまでを、しっかりとサポー

トします。

現状を変えたい「意欲」があれば申し込める制度です。

※経営改善枠では「事業承継」の取り組みもサポートしています。

補助金

補助率：３分の２（特例５分の４）

上限額：1,000万円/年

専門家のサポート

（３回程度）

専門家のサポート

経営の

見える化
応募

経営課題

の設定

改善策の

実施 フォロー

特 徴

補助金で支援

〇 経営に関する相談相手を探している！

〇 専門家の力を借りて効果の高い取組を行いたい！

〇 コロナ後を見据えて経営を見直したい！

現状を変えたい！

令和４年度経営強靭化推進事業

「補助区分Ⅱ 経営強靭化枠」
のご紹介

７



・従業員等も経営を考えるきっかけになり、組織の一体感につながる。

・漠然としていた不安や課題が整理される。

・同業他社との比較等の環境分析が行えるようになる。

・取引先や金融機関等に強みを明確に伝えることができ信頼につながる。

・会社の全容を明確に伝えることができ、人材確保や承継が円滑になる。

など

経営強靭化枠のご紹介

「経営の見える化」のすすめ

８

〇 経営強靭化枠では、

「経営の見える化」をひとつの大きなテーマとしています。

〇 経営強靭化枠では、この見える化を、公認会計士や中小企業診断士

等の専門家が社長と相談しながら行い、これまで気が付かな

かった「強み」や「稼ぐ力」を一緒に考えていきます。

〇 経営の見える化とは、経営に必要な資源（ヒト・モノ・カネ・ビ

ション・ノウハウ・人的ネットワーク等）を明確にすることです。

「会社の健康診断」に例えることができます。

見えていなかった強みへの「気づき」

※経済産業省「ローカルベンチマーク」ＰＦを抜粋（一部加工）

【見える化のメリット】



選ばれる会社づくり
～労働環境を取巻く法改正等の動向～

９

社会保険労務士・古川 天先生の経営お役立ち情報Ⅱ 経営相談員から

【就業観】
上位３位は、
①楽しく働きたい、
②個人の生活と仕事を両立させたい、
③人のためになる仕事をしたい、

であり、近年変化はない。

１ はじめに（若い人の就業意識）

【企業選択のポイント】
上位３位は、
①安定している、
②やりたい仕事ができる、
③給料がよい、

であり、大きな変化はない。
他方、
・休日、休暇が多い、
・勤務制度、住宅等福利厚生が良い

が増加している。

人材紹介会社マイナビが実施した大学生を対象とした就職意識調査に

よると、就業観ベスト３は、①楽しく働きたい、②個人の生活と仕事を

両立させたい、③人のためになる仕事をしたいという結果となっており、

仕事とプライベートの両立を図りつつ、やりがいのある仕事を求める傾

向となっています。人口減少が加速する現在、若い世代に選ばれる会社

にならなければ事業の永続性が危ぶまれます。

本号では、社労士の立場から選ばれる会社になるため基本となる施策

を紹介します。

資料出典：「マイナビ 2023年卒大学生就職意識調査」（株式会社 マイナビ）
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2018年に「働き方改革関連法」が公布され、事業主が雇用管理におい

て注意しなければならない主な改正点は次のとおりとなります。

自社の労働環境が整備できているかの確認は雇用環境チェックリスト

（12頁）をご参考ください。

（主な改正点）

① 時間外労働の上限規制が定められた

② １年のうち５日間の年次有給休暇の確実な

取得が義務化された

③ 労働時間状況の客観的な把握が義務化された

④ 月60時間超残業に対する割増賃金が５割に

引き上げられた（中小企業は2023年4月1日から）

⑤ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

（同一労働同一賃金）が義務化された

少子高齢化・人材確保がより困難となっていく今後は男性も育児休業

を取得し仕事と育児・家庭が両立できる職場環境づくりが必須です。

しかし、2021年度の男性育児休業取得率は13.97％（取得期間5日～2週

間が最多）にとどまり2025年までの政府目標30％を下回っています。

2022年10月1日からは、男性が育児休業を取得しやすいよう

①産後パパ育休（出生時育児休業）の創設 ②育児休業の分割取得

２ 労働環境の整備（働き方改革関連法への対応）

３ ワークライフバランスの実現（男性育児休業の促進）

が施行になります。男性従業員が、配

偶者の出産時に産後パパ育休を取得し、

一旦職場復帰した後、配偶者の職場復

帰時に交代で再度育児休業が取れるよ

うになることで、子供のいわゆる「慣

らし保育」期間を夫婦で協力しあえる

制度となっています。また、産後パパ

育休中は、労使協定を締結した場合就

業が可能となり、より柔軟な働き方が

できるようになります。
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2022年4月1日からパワーハラスメント防止対策の措置

義務が中小企業に課されました。その背景には、中小企

業職場における、いじめ・嫌がらせに関する都道府県労

働局への相談が毎年増えていることがあげられます。

かつて24時間働き続けることを美徳してきたわが国ですが、令和

の時代は健康経営が注目を集めています。従業員の健康や働き方に

配慮している会社を就職先に選ぶ若者も多く、従業員の健康を「資

本」ととらえ経営戦略として投資する時代となっています。

健康寿命も延び（男性72.68歳、女性75.38歳）できるだけ長く働

きたいと考えるシニア世代が増えています。会社として従業員の健

康支援をし続けることも選ばれる理由となります。

４ 心理的安全性の確保（パワーハラスメントの防止）

５ おわりに（健康経営で長く働ける会社へ）

措置義務では、

① 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

② 苦情などに対する相談体制の整備

③ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止

を雇用管理上の措置として講じなければならなくなりました。

そもそもパワハラとは同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人

間関係などの優越的な関係を背景とした言動であって、業務の適正な範

囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行

為です。相手を尊重しあえる職場づくりこそ大切ではないでしょうか。

【寄稿】古川 天先生（東京都中央卸売市場経営相談員／社会保険労務士）
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【雇用環境チェックリスト】

□ 入社する人に労働条件通知書（雇用契約書）を明示して渡して

いる。

□ 入社時または入社から３か月以内に健康診断を実施している。

□ 出勤簿（タイムカード）がある。（３年間保存されている）

※始業・終業・休憩時刻が記録されている。

□ 賃金台帳がある。（３年間保存されている）

※氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、

休日労働時間数、早出労働時間数、深夜労働時間数、

基本給・手当の種類とその額、控除項目とその額が記載され

ている。

□ 労働者名簿がある。（３年間保存されている）

※氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、

雇用年月日、退職や死亡年月日とその理由・原因が記載され

ている。

□ 年次有給休暇を年５日消化している。（有給休暇管理簿がある）

□ 基本給と残業代を分けて支払っている。

□ 深夜（午後１０時～午前５時）に労働した分は深夜手当を支

払っている。

□ 週に１回以上は休日がある。

□ 残業（１日８時間を超える）がある場合、「時間外労働・休日

労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出している。

□ 就業規則を作成、労働基準監督署へ届出をしている。

※従業員数１０名以上の場合



令和３年度から企画・開催している「東京都主催経営セミナー」を

開催しました。今回も、どこからでも気軽に参加できるよう、オンラ

イン方式にて行いました。

令和４年５月12日（木） 「事業承継」

同年７月11日（月） 「気候変動への対応について」

多くの事業者の方に聞いていただくことができました。

13

Ⅲ 経営セミナーの報告

講師：PwCあらた有限責任監査法人 石川 剛士先生

経営セミナー報告１

気候変動とは 気候変動の要因

地球温暖化を主な原因とする気候の変化を

指し、熱波や豪雨の増加など様々な気象災害

が既に生じています。

気候変動を促進している温暖化の主な原因

は、温室効果ガスであり、人間の経済活用に

よって排出される二酸化炭素が多くを占めて

います。

農畜産物・水産物への気候変動の影響例

全国で気候変動が影響していると考えられ

る農畜産物、水産物への被害が出ています。

・北海道：記録的な高温・少雨により、豆や

ジャガイモなどの農産物に被害

・佐賀県：2021年の大雨被害により、きゅ

うりの卸値が最大６倍。夏野菜が高騰

・福井県：猛暑で養殖サバが大量死

・兵庫県：１０度を下回らない海、養殖ノリ

の生産減が続く

脱炭素対応の潮流

気候変動対策に取組むことの必要性

気候変動対策は、卸、仲卸業者を含む全て

のプレーヤが取組む必要があります。それぞ

れのプレーヤ―自身で取組み可能な気候変動

対策を実行することが肝要です。

＜参加者の声＞

✔企業の利益にも貢献できることを改めて認

識することができた

✔気候変動について、会社の運営にどのよう

に関わってくるかまで説明が聞けた

✔他社事例など興味深い内容だった など

♪多くの方に満足いただけまし
た♪



少しでも興味を持った事業者の方がいらしゃ
いましたら、経営相談事業を活用し、事業承
継の相談を受けることが可能です！

セミナーの内容は
YouTubeで配信中です！
当日参加できなかった、
あらためて内容を確認したい方など
ぜひご覧ください。
（タイトルにある二次元コードからアクセス）

会社を後世に引き継ぎたい・会社の未
来のために準備をしておきたい・事業承
継の種類や手法が知りたい方を対象にセ
ミナーが実施されました。

事業承継とは
「現経営者から後継者へ事業のバトン

タッチ（引継ぎ）」を行うこと。
企業がこれまで培ってきた様々な財産

（ひと、もの、かね、知的財産）の上手
な引継ぎは、引継ぎ後の経営を安定させ
るために重要です。

①ヒトの承継
例：後継者

②資産の承継（もの、かね）
例：自社株式、事業用資産、資金、負債

③目に見えにくい経営資源の承継
（知的資産）
例：経営理念、信用、のれん、
ノウハウ、取引先・人脈 等

＜参加者の声＞

✔実務の話があって、わかりやすかった
✔入門版として、適切だと思った
✔よりレベルの高い内容を聞きたい など

講師：東京都中央卸売市場経営相談員 中小企業診断士 加藤 伸一先生
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経営セミナー報告２

事業承継をどのように進めていくのか

出典：中小企業庁 「事業承継ガイドライン」
（平成28年12月）

事業承継の準備

出典：2019年版 中小企業白書・小規模企業白書



Ⅳ 東京都の仕事紹介

15（写真は、第２回の開催の様子）

とある一日～安全・品質管理者研修会～

令和４年夏、中央卸売市場に所属する

安全・品質管理者（水産、青果、花き及

び食肉の卸売業者、仲卸組合員等）を対

象に研修会を実施しました。

講義内容

「食品表示法に基づく食品表示につい

て」

講師は、消費者庁、東京都福祉保健局か

ら招いた食品表示のプロです。

身近なところに法律が…（当日の内容）

食品表示について、実際の事例説明や

食品表示法の基本事項について説明があ

りました。

「食品」は、生鮮食品、加工食品に分

類され、それぞれ法律によって表示の

ルールが定められています。生鮮食品で

あれば、一般的な名称（例、大根、りん

ご）や原産地など、加工食品であれば、

原材料名や賞味期限の表示など、消費者

が商品を選ぶときの重要な情報を表示す

る必要があります。

消費者に対して、常に正確な食品表示

を行う必要があるため、食品表示のルー

ルは、適宜、見直されています。

今回の研修会では、令和４年４月から新

たに施行された「原料原産地表示」の説

明もありました。

卸売市場に流通する食の安全確保に向
けまして、引き続き、ＳＱＭ制度の運用
にご協力をお願いいたします。

（食品安全担当）

東京都を一層、身近に感じてもらうため
に、本号から、皆さんの仕事と関わりの
深い都の業務を紹介します。
第１回目は、事業部業務課食品安全担当
です。

食品安全担当とは

東京都中央卸売市場において、食品安全

の危機管理に関することや、品質・衛生管

理に関するマニュアル作成や普及啓発を担

当しています。

SQM通知の発出についても、この食品

安全担当が行っています。

安全・品質管理者（SQM）とは

中央卸売市場において、市場関係者と東

京都が連携し、物品の安全性確保を図ると

ともに、衛生・環境水準の向上を図り、物

品の信頼性を高めるために、各場・各部類

（青果、水産、花き、食肉）にそれぞれ設

置されているセイフティ＆クオリティ・マ

ネージャー（ＳＱＭ）です。

市場関係者は、卸売業者、仲卸業者の職

員から構成されています。

東京都は、都庁及び各市場の業務担当の

職員から選任されています。



Ⅴ 経営支援メニューの紹介
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経営強靭化
推進事業

今年度の補助事業です。新しいビジネスや業

務改善等の意欲的な取組への支援に加え、経

営分析や経営改善の取組を専門家がサポート

する仕組み等を設けました。また、６月に制度を

拡充し、省エネ対策に係る機器導入の取組等を

支援します（詳細は次頁）。

みんなのICHIBA
づくり応援事業

地域に親しまれ、社会に貢献するICHIBAづく

りを応援するための補助事業です。地域に貢献

する取組や社会に貢献する取組など、市場業者

の方々が行う公益性の高い取組を応援します。

経営相談

ご自身の経営に関することについて、公認会
計士や中小企業診断士、HACCPの専門家等、

各分野の専門家へ無料で相談できる制度です。
相談はお勤めの市場内で行え、何度でも利用
可能です。相談内容はもちろん秘密厳守します。

経営
アドバイザリー

公認会計士等、経営の専門家が各場に定期
的に訪問し、経営者の皆さまの相談に対応しま
す。経営強靭化推進事業の事業内容だけでなく、
経営課題に対するよろず相談も可能です。相談
内容はもちろん秘密厳守します。

講師派遣

業界団体で主催するセミナー（研修会・相談
会）等について、講師料の一部を都が助成する
ことができます。組合員向けセミナー等を実施
する際、是非ご利用ください。

経営
セミナー

市場関係者の皆さま向けに、経営に役立つ情

報をお届けするため、専門家による経営セミ
ナーをオンラインも活用しながら実施します。希
望者にはセミナー後に個別相談の機会を設け
る等、より身近なものになるようなセミナーを目
指しています。

今年度も、皆さまの経営にお役立てできるよう様々なメニューをご

用意させていただいます。お気軽にご相談ください。

１ 市場独自の経営支援メニュー
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（重要）東京都からのお知らせ

ウクライナ情勢等の影響を踏まえ、

◇ 市場業者の省エネ対策に係る取組を支援します。

（補助対象経費は裏面を参照）
◇ 補助上限額：３００万円 補助率：４／５
◇ 環境をテーマとした経営セミナー（都主催）の受講が申請

要件となります。
※セミナーの開催については、別途、東京都事務所を通じてご案内します。

※申請期間：令和４年９月30日まで（予定）

拡充①

◇ コロナ感染症の影響の長期化に加え、原油、原材料価格の
高騰や円安の進行の影響などにより、売上高が減少する市
場業者の経営基盤の強化に向けた取組を高補助率で後押し
します。

◇ 売上高が減少している市場業者に、以下の補助率を適用

東京都中央卸売市場

拡充②

補助額

補助率

特例
（売上高△20％）

本則

Ⅰ 変革推進枠 1,000万円 ２／３ １／２

Ⅰ－２ 変革スタート枠 300万円 ２／３ １／２

Ⅱ 経営強靭化枠 1,000万円 ４／５ ２／３

Ⅲ 事業連携推進枠 3,000万円
中小：４／５

大企業：２／３
中小：２／３

大企業：１／２
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二次元コードからセミナー動画にアクセスできます。
（補助金申請にはアンケートへの回答が必要です。）



申請条件等
・導入する空調機、ＬＥＤ設備については、「導入推奨機器指定要綱」
（東京都環境局）で指定を受けている製品であることが必要
・ルームエアコンの場合は、最新の省エネ基準に基づく省エネラベル４つ

星以上であることが必要
・本年７月頃に開催する環境をテーマとした経営セミナーの受講が必要
・申請期間は、令和４年９月３０日まで（予定）

＜省エネ対策枠（区分Ⅰ－３）の新設＞

適用条件等

・2022年１月以降で連続する任意の３か月の売上高の合計が、2019年４
月以降の同期間に比べて２０％以上減少している場合、高補助率を適用

・上記の証明のため、申請に際して売上高減少証明書の提出が必要

補助上限額 ３００万円 補助率 ５分の４

補助の対象となる取組 想定対象経費

空調機（室外機込み）の更新
工事費、備消耗品費、通信運搬費、
賃借料（単年度のみ）

ＬＥＤ照明機器の導入
※ＬＥＤ以外からの買替のみ対象

工事費、備消耗品費

エネルギーマネジメントシステム
（ＥＭＳ)の導入

委託費、備消耗品費

省エネコンサルティング等の実施 委託費

＜売上高要件補助率の設定＞

「導入推奨機器指定要綱」で指定を
受けている製品は、二次元コード又
はＵＲＬで表示される東京都環境局
のホームページで確認できます。

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/eco_energy/bca245ffb/index.php

◎ お問い合わせは各市場東京都事務所まで

【注意！！】
蛍光灯照明器具にＬＥＤランプを取り付ける場合、組み合わせによってはこげや
焼損などの事故につながる可能性もありますので、十分にご注意ください。
参考：東京都環境局発行テキスト

（https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2021/10/syoene_text2021.pdf）
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※前頁の二次元コードからセミナー動画にアクセスできます。

https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2021/10/syoene_text2021.pdf


今年度開始した新しい補助金です。
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～ 各種支援策のガイドブック（仮称）を作成中です！ ～

都や国が実施している補助金等の経営支援メニューのうち、皆さま

にもご活用し易い施策をピックアップしたガイドブックを作成し配布

する予定です。参考にしてください。
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（掲載内容のイメージ）

経営の参考としていただくために、都

や国の各種支援策を用途別に分類し作

成する予定です。

２ 都や国の各種経営支援メニュー



節電アクション実施中
東京都では、気候危機への対応だけでなく、中長期的にエ

ネルギーの安定確保につなげる観点から取組を強化・加速し
ています。ポイントは、
電力を＜Ⓗ減らす・Ⓣ創る・Ⓣ蓄める＞キーワードはHTT。
省エネ機器導入の取組等について、経営強靭化推進事業を

ご活用できる場合があります。お気軽にご相談ください。

企画・製作： 東京都中央卸売市場


